
令和７年度大学入学者選抜実施要項の予告（概要）①
（令和３年7月30日付３文科高第471号文部科学省高等教育局長通知）

平成30年３月の高等学校学習指導要領の改訂に対応した各大学の令和６年度に実施する入学者選抜の変更等が、入学志願者の準備に大きな影響
を及ぼすことが予想されることから、各大学の２年前予告（遅くとも令和４年度末）を速やかに行えるように令和３年３月31日「大学入学者選抜における
多面的な評価の在り方に関する協力者会議審議のまとめ」及び同年７月８日「大学入試のあり方に関する検討会議提言」等を踏まえ、大学入学者選抜
実施要項等の見直し内容を予告（令和３年７月30日）。

基本方針

入試方法

学力検査等

障害者への合理的配慮

●提言において整理された大学入学者選抜の三原則※を
基本方針に反映。

≪大学入学者選抜の三原則≫

①当該大学での学修・卒業に必要な能力・適性等の判定
②受験機会・選抜方法における公平性・公正性の確保
③高等学校教育と大学教育を接続する教育の一環として
の実施

●多様な背景を持った学生の受入れ配慮対象の例示とし
て障害の有無、居住地域を追加。

●「一般選抜」とそれ以外という整理を「一般選抜」、
「総合型選抜」、「学校推薦型選抜」に再整理。

●入学者の多様性を確保する観点から、入学定員の一部
について、以下のような者を対象として選抜を工夫。

・専門学科・総合学科卒業生、帰国生徒、社会人
・家庭環境、居住地域、国籍、性別等の要因により進学機
会の確保に困難がある者その他（理工系分野における女
子等）の者※

※この場合は入学志願者の努力のプロセス、意欲、目的
意識等を重視し、評価・判定。

●「自らの考えを論理的・創造的に形成する思考・判断の能力」や
「思考・判断した過程や結果を的確に、更には効果的に表現する
能力」の評価充実のため、可能な範囲で記述式の導入を要請。
・各大学のアドミッション・ポリシーに基づき、可能な範囲で記述式の
検査方法を取り入れることが望ましい。

●総合的な英語力を適切に評価・判定する観点から、資格・検定試験
等の活用を従来どおり規定。

●家庭環境や居住地域により、資格・検定試験等を受検することの負
担が大きい入学志願者への配慮要請。
・資格・検定試験等の結果を利用しない選抜区分の設定
・個別学力検査と資格・検定試験等の結果の選択的利用 等

●令和７年度入学者選抜に係る共通テストより「簿記・会計」「情報
関係基礎」が廃止されることに伴い、専門高校生の進学機会の確
保への対応として、資格・検定試験等の活用を要請。

●障害のある入学志願者への合理的配慮の充実を図るため、以下のこ
とを要請。

・障害のある入学志願者一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的
対話を行うこと。

・相談窓口、支援相談部署等を設置するなど事前相談体制の構築・
充実に努めること。

調査書様式の見直し
●簡素化された指導要録の参考様式に合わせて、調査書様式の簡素化
等を行う。枚数は表裏の両面１枚とする。
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令和７年度大学入学者選抜実施要項の予告（概要）②
（令和３年7月30日付３文科高第471号文部科学省高等教育局長通知）

（別添）令和7年度大学入学者選抜実施要項見直しイメージ（案）【調査書様式（表面）】
令和４年度大学入学者選抜実施要項 別紙様式 イメージ案

「各教科・科目の観点別学習状況」の項目は直ちには設けない。

※各教科・科目の観点別学習状況の項目は直ちに設けることはせず、今後

の高等学校における観点別学習状況の評価の充実の状況、大学におけ

る観点別学習状況の活用方法の検討の進展等を見極めつつ、条件が整

い次第可能な限り早い段階で調査書に項目を設けることを目指し、引き続

き高等学校・大学関係者において検討を行うこととする。（「大学入学者選

抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議」（審議のまとめ））

（別紙様式１） （別紙様式１）



令和７年度大学入学者選抜実施要項の予告（概要）③
（令和３年7月30日付３文科高第471号文部科学省高等教育局長通知）

令和４年度大学入学者選抜実施要項 別紙様式 イメージ案

（別添）令和7年度大学入学者選抜実施要項見直しイメージ（案）【調査書様式（裏面）】

各学校が定めた評価の観点のうち、生徒の学習状況に顕著な事項がある
場合などに、生徒にどのような力が身に付いたかを端的に記述する。

文章記述を改め、各学校が設定した観点に照らして十分満足で
きる活動状況にあると判断される場合、○印を記入する。

要点を箇条書きするなど、その記載事項を必要最小限にとどめる。その際、
生徒の特徴・特技や学校外の活動等については、原則として、学習指導等
を進めていく上で必要な情報として精選して指導要録に記述された内容を
元に記入する。

現在、各大学は、志願者が大学の指定する特定の分野（保健体育、芸術、
家庭、情報等）において、特に優れた学習成果を上げたことを備考欄に記載
するよう求めることができるが、これらの事項については調査書以外の資料で、
志願者本人から直接大学に提出する。




